
市町村名：様似町　　

区分 頁 行数
議会議決
年月日

１　基本的
な事項
（１）様似
町の概況
①様似町の
自然的、歴
史的、社会
的、経済的
諸条件の概
要

1 2 令和8年3月6日

②様似町に
おける過疎
の状況

1 4 令和8年3月6日

③様似町の
社会経済的
発展の方向

2 4 令和8年3月6日

過疎地域持続的発展市町村計画　新旧対照表

現計画 新計画

　本町は北海道の南東部及び日高管内の南東部に位置し、面積は
364.30㎢、人口は4,518人（平成27年国勢調査）である。
地勢は背面に日高山脈、前面は太平洋に臨み、河川の流域地帯を除
くと、ほとんどが丘陵地域、中起伏山地からなっており、面積の約
92％が山林となっている。平坦地は様似川及び海辺川流域沿いに
あって、集落を形成している。
　気候は太平洋に面しているため海洋性気候となっており、秋から
冬にかけて多少、風・波は強くなるものの積雪も少なく、夏期の最
高気温も30℃に達することはほとんどなく、冬期の気温も零下10℃
を下回ることはまれである。

　本町は北海道の南東部及び日高管内の南東部に位置し、面積は
364.30㎢、人口は4,043人（令和2年国勢調査）である。
地勢は背面に日高山脈、前面は太平洋に臨み、河川の流域地帯を
除くと、ほとんどが丘陵地域、中起伏山地からなっており、面積
の9割以上が山林となっている。平坦地は様似川及び海辺川流域沿
いにあって、集落を形成している。
　気候は太平洋に面しているため海洋性気候となっており、秋か
ら冬にかけて多少、風・波は強くなるものの積雪も少なく、夏期
の最高気温も30℃に達することは少なく、冬期の気温も零下10℃
を下回ることはまれである。

　本町の平成27年の国勢調査人口は、4,518人で男女別構成は、男
2,139人、女2,379人で、人口密度は1㎢当たり12.4人である。
（略）
　今後は、基幹となる第一次産業関連の基盤整備や近代化施設の整
備、新規就業者の積極的な受入れなどを実施するとともに、都市部
との格差是正に向けた上下水道及び公営住宅の整備を実施すること
により、定住促進を図る必要がある。また、平成27年9月19日に世
界認定を受けたアポイ岳ジオパーク構想を推進することにより交流
人口の増大を図るとともに、誰でも安心して暮らせる福祉施策の充
実と医療の確保、地域社会の形成を担う人材の育成を図る学校教育
や社会教育などの環境整備などを積極的に推進する必要がある。

　本町の令和2年の国勢調査人口は、4,043人で男女別構成は、男
1,923人、女2,120人で、人口密度は1㎢当たり11.0人である。
（略）
　今後は、基幹となる第一次産業関連の基盤整備や近代化施設の
整備、新規就業者の積極的な受入れなどを実施するとともに、都
市部との格差是正に向けた上下水道及び公営住宅の整備を実施す
ることにより、定住促進を図る必要がある。また、平成27年9月19
日に世界認定を受けたアポイ岳ジオパークの推進、令和6年6月に
国内で35番目の国立公園として新たに指定を受けた「日高山脈襟
裳十勝国立公園」を活用した交流人口の増大を図るとともに、誰
でも安心して暮らせる福祉施策の充実と医療の確保、地域社会の
形成を担う人材の育成を図る学校教育や社会教育などの環境整備
などを積極的に推進する必要がある。

　本町における就業者については、令和2年国勢調査の産業別就業
人口が2,145人で、総人口の53.0％を占め、その内訳は第一次産業
15.2％（617人）、第二次産業10.2％（415人）、第三次産業
27.5％（1,112人）となっており、人口の減少とともに就業者人口
も減少している。

　（略）

　第二次産業は、合理化がますます進行するとともに、公共事業
の縮減などにより就業人口は減少傾向にある。特に建設業の構成
比は全体の9.6％と高く、また、公共事業への依存度も依然高く
なっているため、転出者が増加することも懸念される。

（略）

　本町における就業者については、平成27年国勢調査の産業別就業
人口が2,325人で、総人口の51.4％を占め、その内訳は第一次産業
13.4％（609人）、第二次産業10.6％（481人）、第三次産業26.7％
（1,208人）となっており、人口の減少とともに就業者人口も減少
している。

　（略）

　第二次産業は、合理化がますます進行するとともに、公共事業の
縮減などにより就業人口は減少傾向にある。特に建設業の構成比は
全体の10.3％と高く、また、公共事業への依存度も依然高くなって
いるため、転出者が増加することも懸念される。

（略）



3 令和8年3月6日

4 11 令和8年3月6日

4 令和8年3月6日

5 10 令和8年3月6日

（２）人口
及び産業の
推移と動向
①人口の推
移と動向

②産業の推
移と動向

　昭和55年に7,986人であった人口は、年々減少し令和2年国勢調
査では、4,043人まで減少している。
　また、年齢階層別人口の推移を見ると、まず、0～14歳の年少人
口は、昭和55年から減少し続けており、平成2年から平成17年では
50.2％と大きく減少したが、その後はゆるやかに減少が続いてい
る。
　15～64歳の生産年齢人口についても、昭和55年から減少し続け
ており、平成17年から平成27年では29.3％と大きく減少したが、
その後、令和2年にかけてゆるやかに減少が続いている。
　さらに、生産年齢人口のうち15～29歳の若年人口の減少が著し
く、平成17年から平成27年では44.2％と大きく減少している。
　一方、65歳以上の老年人口は総人口が減少するなか年々増加を
続けており、昭和55年から平成2年では45.7％と増加したが、その
後は、増加率が低くなってきており、平成27年から令和2年では
4.4％の増加率となっている。
　なお、年少人口と老年人口の生産年齢人口に占める比率（従属
人口指数）は、令和2年で105.2％と全道の75.3％を大きく上回っ
ており、生産年齢人口の扶養負担が全道平均に比べ非常に高く
なっている。
　令和5年4月に国立社会保障・人口問題研究所が公表した人口推
計によると、本町の人口は令和12年度には3,138人まで落ち込むと
推計されている。このように、若年者をはじめとした人口の減少
は、学卒者の都市流出と少子化が主な原因となっている。加え
て、高齢化の急速な進行などによる年齢構成の偏りなどから、地
域社会全体の活力の低下が懸念される状況にある。
　しかし、第9次様似町総合計画及び第3期様似町まち・ひと・し
ごと創生総合戦略との整合性を図りながら、本計画による各種施
策や地域活性化等により、出来る限り人口減少を緩和させ、令和
12年度には人口3,200人を目指す。

（略）

　本町の産業別就業人口は総人口の減少に伴い、昭和55年から令
和2年までの間、就業人口数が46.2％（1,248人）減少しており、
本町の重要な産業の役割を占めている第一次産業就業者の構成比
については、平成27年度まで減少傾向にあったものの、令和2年に
は28.7％と回復傾向にある。
　第二次産業就業者は、昭和55年以来、長引く景気の低迷により
就業者数が減少しており、第二次産業就業者の全体に対する構成
比も令和2年は19.3％まで減少している。
　第三次産業就業者は、昭和55年から減少傾向にあるが、第一次
産業が大幅に減少したことにより、その構成比は第一次産業を上
回り、昭和55年の40.8％から令和2年には51.8％にまで上昇してい
る。

（略）

　　第三次産業については、交流人口の拡大を積極的に進めるも
のの、今後の人口減少に伴い就業者数並びに構成比でも若干の減
少が見込まれる。

　昭和35年に9,900人であった人口は、昭和40年には10,037人とな
り、わずかながら増加を示したものの、以後、年々減少し平成27年
国勢調査では、4,518人まで減少している。
　また、年齢階層別人口の推移を見ると、まず、0～14歳の年少人
口は、昭和35年から減少し続けており、平成2年から平成17年では
50.2％と大きく減少、その後も高い減少率となっている。
　15～64歳の生産年齢人口は、昭和35年から昭和50年で3.6％と減
少し、その後も減少し続け、平成17年から平成27年では29.3％と大
きく減少し、年々減少率が高くなってきている。
　さらに、生産年齢人口のうち15～29歳の若年人口の減少が著し
く、昭和50年から平成2年では34.2％と大きく減少し、その後も高
い減少率となっている。
　一方、65歳以上の老年人口は総人口が減少するなか年々増加を続
けており、昭和35年から昭和50年では61.5％の増加、その後、平成
17年から平成27年では3.9％の増加となっており、増加率は低く
なってきている。
　なお、年少人口と老年人口の生産年齢人口に占める比率（従属人
口指数）は、平成27年で85.7％と全道の67.9％を大きく上回ってお
り、生産年齢人口の扶養負担が全道平均に比べ非常に高くなってい
る。
　平成30年10月に国立社会保障・人口問題研究所が公表した人口推
計によると令和7年度には3,480人まで落ち込むと推計されている。
このように、若年者をはじめとした人口の減少は、学卒者の都市流
出と少子化が主な原因となっている。加えて、高齢化の急速な進行
などによる年齢構成の偏りなどから、地域社会全体の活力の低下が
懸念される状況にある。
　しかし、第9次様似町総合計画及び第2期様似町まち・ひと・しご
と創生総合戦略との整合性を図りながら、本計画による各種施策や
地域活性化等により、出来る限り人口減少を緩和させ、令和7年度
には人口3,500人を目指す。
（略）

　本町の産業別就業人口は総人口の減少に伴い、昭和35年から平成
27年までの間、就業人口数が44.4％（1,855人）減少しており、特
に、第一次産業就業者の構成比も26.2％にまで低下しているもの
の、本町の重要な産業としての位置を占めている。
　第二次産業就業者は、昭和35年以来ほぼ横ばいの状況で推移して
きたが、長引く景気の低迷により就業者数が徐々に減少し、第二次
産業就業者の全体に対する構成比も減少傾向にある。
　第三次産業就業者は、昭和35年と比較すると就業者数は増加し、
その構成比は第一次産業が大幅に減少したことにより第一次産業を
上回り、昭和35年の45.3％から平成27年には52.0％にまで上昇して
いる。

（略）

　第三次産業については、交流人口の拡大を積極的に進めることに
より、就業者数並びに構成比でも若干の増加が見込まれる。



5 令和8年3月6日

6 2 令和8年3月6日

6 令和8年3月6日

1 令和8年3月6日

（４）地域
の持続的発
展の基本方
針

6
～
7

5 令和8年3月6日

①推進体制
の確立のた
め

7 1 令和8年3月6日

②住みよい
環境をつく
るために

8 5 令和8年3月6日

⑤心豊かな
人間性を養
うために

8 2 令和8年3月6日

　まちづくりの主役は町民であり、町民一人ひとりの持つ活力を生
かせるよう、広報・広聴や情報ネットワークの充実など、町民と行
政による情報共有に取り組むとともに、コミュニティ活動を維持し
ていくための支援を進める。
　また、行政と議会・町民が共通認識をもち、支え合いながら、住
民福祉の向上が図られるよう、まちづくりに参画しやすい仕組みを
つくり、町民主体の自治の実現を図り、効率的な行政運営と財政の
健全化、町民ニーズに対応した行政運営を進めます。また、アポイ
岳ジオパークについては、平成27年にユネスコ世界ジオパークに認
定され、地域間交流や地域経済、教育分野における住民との深い関
わりの上に立った連携が不可欠。その取り組みを通じて、まちづく
りを推進していく。

まちづくりの主役は町民であり、町民一人ひとりの持つ活力を生
かせるよう、広報・広聴や情報ネットワークの充実など、町民と
行政による情報共有に取り組むとともに、コミュニティ活動を維
持していくための支援を進める。
　　　また、行政と議会・町民が共通認識をもち、支え合いなが
ら、住民福祉の向上が図られるよう、まちづくりに参画しやすい
仕組みをつくり、町民主体の自治の実現を図り、効率的な行政運
営と財政の健全化、町民ニーズに対応した行政運営を進める。ま
た、アポイ岳ジオパークについては、平成27年にユネスコ世界ジ
オパークに認定され、地域間交流や地域経済、教育分野における
住民との深い関わりの上に立った連携が不可欠であり、その取り
組みを通じて、まちづくりを推進していく

（３）様似
町の行財政
の状況

　豊かな自然と美しい自然景観に囲まれた本町は、住民アンケート
結果でも約４５％の方が「住みよい」という回答をしている。この
恵まれた環境を次代に受け継いでいくため、自然保護活動や下水道
施設・廃棄物施設の適切な管理を推進していくとともに、より住み
よいまちとなるよう子育て支援や衛生対策も推進していく。

　豊かな自然と美しい自然景観に囲まれた本町は、住民アンケー
ト結果でも約５４％の方が「住みよい」という回答をしている。
この恵まれた環境を次代に受け継いでいくため、自然保護活動や
上下水道施設・廃棄物施設の適切な管理を推進していくととも
に、より住みよいまちとなるよう、まちなみの整備や衛生対策も
推進していく。
　また、令和６年度に宣言した「様似町ゼロカーボンシティ宣
言」に基づき、地球温暖化対策を推進していく。

　生涯を通じて人間性豊かな多様な生活をおくることができるよ
う、生涯学習推進体制の確立、文化、芸術活動の活性化、スポーツ
機会の充実などを進めるとともに、歴史・文化遺産の保存・活用な
どを通じて、本町への誇りと愛着を醸成するなど、地域に根ざした
文化が育まれたまちづくりをめざす。
　また、地域全体で子どもたちを育てる環境をめざし、地域をとも
にある学校づくりや、家庭・地域・学校との連携による健やかな成
長を支える取り組みを進める。

　生涯を通じて人間性豊かな多様な生活をおくることができるよ
う、生涯学習推進体制の確立、文化、芸術活動の活性化、スポー
ツ機会の充実などを進めるとともに、歴史・文化遺産の保存・活
用などを通じて、本町への誇りと愛着を醸成するなど、地域に根
ざした文化が育まれたまちづくりを目指す。
　また、地域全体で子どもたちを育てる環境を目指し、地域をと
もにある学校づくりや、家庭・地域・学校との連携による健やか
な成長を支える取り組みを進める。

（略）
　上水道については、普及率が99.1％で山間部の一部が未給水地区
となっている。

　歳入総額は平成27年度の4,904,228千円から、令和元年度の
4,449,449千円と9.3％の減となったが、令和元年度において総額の
49.7％にあたる2,209,582千円を地方交付税に頼る依存型財政と
なっている。地方自治体を取り巻く環境は若干光明が見えつつある
が、今後も予断の許さない状況が続くものと考えている。

　

　歳入総額は平成27年度の4,904,228千円から、令和5年度の
5,274,770千円と7.5％の増となったが、令和5年度において総額の
50.3％にあたる2,652,773千円を地方交付税に頼る依存型財政と
なっている。地方自治体を取り巻く環境は若干光明が見えつつあ
るが、今後も予断の許さない状況が続くものと考えている。

（略）
　上水道については、普及率が98.8％で山間部の一部が未給水地
区となっている。

　本町の活性化に向けて、基幹となる第一次産業の振興をはじめと
し、生活及び産業の基盤となる町道や農道、林道の整備、快適な生
活空間を実現する上下水道や一般廃棄物処理施設の整備、児童福祉
や就学前教育の充実を図る「おおぞら保育園」「あすなろ幼稚園」
の整備、学校教育や社会教育、生涯教育における教育環境の整備、
急速に進む高齢化社会と介護保険法に対応した「様似町保健福祉セ
ンター」の整備、交流人口の拡大と滞在型観光の核となる交流促進
施設「アポイ山荘」の整備、地域住民の様々な活動の基盤となる集
会施設の整備など、地域経済の発展や雇用の場の拡大を図るととも
に地域間格差の是正を積極的に推進してきた。
（略）
　また、素晴らしい自然環境や観光資源を活用した滞在・体験型観
光を推進し、関連産業の育成に努める。
（略）
　さらにまた、都市との交流をはじめ地域間交流を促進するため、
アポイ岳ジオパークや国立公園化が予定されている日高山脈えりも
国定公園の有効活用を図るとともに、本町の歴史や文化などの振興
と美しい自然景観や貴重な自然を末永く継承する「様似町文化振興
条例」、「ふるさと様似の景観づくり条例」などにより、町民が誇
りに思い愛着が持てるまちづくりを推進する。
（略）
　以上の基本方針と「第９次様似町総合計画」及び「第２期様似町
まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、次の諸施策を実施す
る。

　本町の活性化に向けて、基幹となる第一次産業の振興をはじめ
とし、生活及び産業の基盤となる町道や農道、林道の整備、快適
な生活空間を実現する上下水道や一般廃棄物処理施設の整備、児
童福祉や就学前教育の充実を図る「おおぞら保育園」「あすなろ
幼稚園」の整備、学校教育や社会教育、生涯教育における教育環
境の整備、急速に進む高齢化社会と介護保険法に対応した「様似
町保健福祉センター」の整備、交流人口の拡大と滞在型観光の核
となる交流促進施設「ホテルアポイ山荘」の整備、地域住民の
様々な活動の基盤となる集会施設の整備など、地域経済の発展や
雇用の場の拡大を図るとともに地域間格差の是正を積極的に推進
してきた。
（略）
　また、素晴らしい自然環境や観光資源を活用しながら、多彩な
観光客ニーズにこたえるため、広域連携によるインバウンド誘致
や体験ツアープログラムの開発など滞在・体験型観光を推進し、
関連産業の育成に努める。
（略）
さらにまた、都市との交流をはじめ地域間交流を促進するため、
アポイ岳ジオパークや日高山脈襟裳十勝国立公園の有効活用を図
るとともに、本町の歴史や文化などの振興と美しい自然景観や貴
重な自然を末永く継承する「様似町文化振興条例」、「ふるさと
様似の景観づくり条例」などにより、町民が誇りに思い愛着が持
てるまちづくりを推進する。
（略）
　以上の基本方針と「第９次様似町総合計画」及び「第３期様似
町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、次の諸施策を実
施する。
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以降、計画における事業番号は全て削除

　本町は第一次産業の盛衰により町内の景気が大きく左右される。
そのため、農業協同組合や漁業協同組合等の関係機関と連携して農
林水産資源の保護・活用やブランド化等を図るとともに、生産シス
テムの効率化等による生産性や付加価値の向上を促進し、経営の安
定化を図っていく。商工業については、商工会と連携した金融支援
対策を推進し、経営基盤の強化を促進していく。また、アポイ岳な
どの豊かで特色のある自然環境に加え、歴史や産業など自らの暮ら
しも含めた「様似」全体を活用した情報発信と地域間交流を活用し
た観光振興を図り、持続可能な地域経済をめざしていく。

　本町は第一次産業の盛衰により町内の景気が大きく左右され
る。そのため、農業協同組合や漁業協同組合等の関係機関と連携
して農林水産資源の保護・活用やブランド化等を図るとともに、
生産システムの効率化等による生産性や付加価値の向上を促進
し、経営の安定化を図っていく。商工業については、商工会と連
携した金融支援対策を推進し、経営基盤の強化を促進していく。
また、アポイ岳などの豊かで特色のある自然環境に加え、歴史や
産業など自らの暮らしも含めた「様似」全体を活用した情報発信
と地域間交流を活用した観光振興を図り、持続可能な地域経済を
目指していく。

　平成20年をピークに日本の人口は減少に転じ、道内の多くの市町
村の人口は減少している。様似町においても、国勢調査による人口
推移は10年間で1,200人近く減っており、今後も人口減少は、大き
な課題となっている。
　平成30年10月に国立社会保障・人口問題研究所が公表した人口推
計によると計画の終了期間である令和7年度には3,480人まで落ち込
むと推計されているが、第9次様似町総合計画、様似町まち・ひ
と・しごと創生第2期総合戦略との整合性を図りながら、本計画に
よる各種施策や地域活性化により、出来る限り人口減少を緩和さ
せ、令和7年度は人口3,500人を目指す。また、本町の基幹産業であ
る水産業と農業は、人口減少に伴い、これらの産業を支える従事者
も減少しており、特に若い世代の減少が著しいため、産業を担う労
働力の確保が課題となっている。町内の労働力の確保の指標とし
て、一人当たり町民所得2,929千円を目指す。

　平成20年をピークに日本の人口は減少に転じ、道内の多くの市
町村の人口は減少している。様似町においても、国勢調査による
人口推移は10年間で1,100人近く減っており、今後も人口減少は、
大きな課題となっている。
　令和5年4月に国立社会保障・人口問題研究所が公表した人口推
計によると計画の終了期間である令和12年度には3,138人まで落ち
込むと推計されているが、第9次様似町総合計画、様似町まち・ひ
と・しごと創生第3期総合戦略との整合性を図りながら、本計画に
よる各種施策や地域活性化により、出来る限り人口減少を緩和さ
せ、令和12年度は人口3,200人を目指す。
　また、令和7年度に実施した住民アンケート調査において、「様
似町の住みよさ」についての設問に、「とても住みよい」「まあ
まあ住みよい」と答えた人の割合が54％となっており、引き続き
各種施策に取り組むことで、令和12年度時点での住民アンケート
において「住みよい」と答えた方が60％以上となることを目指
す。

令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5ヵ年とする。 令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5ヵ年とする。

　本町では平成28年に策定したまち・ひと・しごと創生総合戦略に
基づき、移住・定住対策の推進を図ってきたが、そのほとんどが特
定業種への参入となっている。移住・定住に向け、現に生活してい
る町民を第一としつつ、町外の人々をも惹きつける一層魅力あるま
ちづくりが求められている。魅力あるまちづくりには、本町に住む
町民だけでなく、町外の人々に対しても、地域の担い手としての活
躍を促すことや、地方創生の当事者の最大化を図ることが必要不可
欠であり、地域の産業や行事等に携わる、副業・兼業で週末などに
地域内で働くなど、地域や地域の人々に多様な形で関わる「関係人
口」を創出し、地域の力としていくことが求められている。
　今後は、SNSやふるさと納税を活用した情報発信や、移住・定住
を促進するための各種制度の活用や住宅環境の受け入れ体制の整
備、雇用の場の情報収集と情報発信が必要である。

　本町では平成28年に策定したまち・ひと・しごと創生総合戦略
に基づき、移住・定住対策の推進を図ってきたが、少子高齢化な
どによる人口減少に歯止めをかけるには至っていない。移住・定
住に向け、現に生活している町民を第一としつつ、町外の人々を
も惹きつける一層魅力あるまちづくりが求められている。魅力あ
るまちづくりには、本町に住む町民だけでなく、町外の人々に対
しても、地域の担い手としての活躍を促すことや、地方創生の当
事者の最大化を図ることが必要不可欠であり、地域の産業や行事
等に携わる、副業・兼業で週末などに地域内で働くなど、地域や
地域の人々に多様な形で関わる「関係人口」を創出し、地域の力
としていくことが求められている。
　また、移住者のニーズに合った住宅が不足しており、今後の住
宅確保においては、増加が見込まれる空き家について、資産とし
ての流動性を高める組織づくりが不可欠であり、取り組みの推進
にあたっては必要に応じて地域や民間事業者との連携を行うな
ど、効率的・効果的な整備方法を採用することが求められる。
　平成26年度より活用している地域おこし協力隊制度について
は、農業分野をはじめとした特定の分野での活用にとどまってい
ることから、新たな活用分野への活用を検討する必要がある。
　今後は、SNSやふるさと納税を活用した情報発信や、移住・定住
を促進するための移住体験住宅や地域おこし協力隊など各種制度
の活用や住宅環境の受け入れ体制の整備、雇用の場の情報収集と
情報発信が必要である。

（2）その対策

（a)「ふるさと会」、「ふるさと応援大使」及び友好姉妹町村等と
の関係を継続し、様似町のファンとしてのつながり維持。
（b）現有施設を最大限有効利用し、都市との交流の場を確保する
とともに、適切な情報発信を行う。
（c）地域間交流の中核となるアポイ岳周辺の施設整備を行う。

（2）その対策

（a)「ふるさと会」、「ふるさと応援大使」及び友好姉妹町村等
との関係を継続し、様似町のファンとしてのつながり維持。
（b）移住体験住宅の施設整備・活用を推進するとともに、適切な
情報発信を行う。
（c）地域間交流の中核となるアポイ岳周辺の施設整備を行う。
（d）空き家・空き地に関する情報提供及び利活用の推進

数値目標 目標値（KPI）※総合戦略より
関係人口
（ふるさと納税・体験住宅利用者）

１０，０００件・人

数値目標 目標値（KPI）※総合戦略より
関係人口
（ふるさと納税・体験住宅利用者）

４９，０００件・人

（3）計画

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

１　アポイ岳ジオパーク推進事業ガイド養成、
　　ジオツアー実施等 町

２　アポイ岳ジオパークガイドブック作成事業
　　　ガイドブック、リーフレット作成事業

町

２　移住・定住・地域間
交流の促進、人材育成

（5）その他

（3）計画（令和8年度～令和12年度）

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

（1）移住・定住 中間管理住宅整備事業
町

R８～

１　アポイ岳ジオパーク推進事業ガイド養成、
　　ジオツアー実施等 町

２　アポイ岳ジオパークガイドブック作成事業
　　　ガイドブック、リーフレット作成事業

町

２　移住・定住・地域間
交流の促進、人材育成

（5）その他



12 9 令和8年3月6日

12
～
13

令和8年3月6日

13 9 令和8年3月6日

14 令和8年3月6日

14 8 令和8年3月6日

３　産業の
振興

（１）現況
と問題点

①農業
　本町の農家戸数は人口減少や高齢化及び後継者不足等を要因に
年々減少し、粗生産額は「肉用牛」や「いちご」の導入により、伸
びが見られる部門もあるが、農業所得全体としては軽種馬部門の落
ち込みが大きいために減少が続いている。さらに、エゾシカ等によ
る鳥獣被害が近年増加傾向にあり、農作物の生産収量の減少と生産
意欲の減退を招いており、農家個々の経営はもとより本町農業の問
題となっている。
　また、高齢化や軽種馬生産の不振に伴い、生産条件が悪く収益性
の少ない農地の遊休化が懸念されており、遊休化を未然に防止する
ための取り組みとして、本町の地域性や気象条件等にあった新たな
作物の導入・定着に取り組んでいくとともに各種助成制度充実へ取
り組んでいく必要がある。
　農業協同組合は、信用事業について、上部団体へ移管となったこ
とで、営農等に集中した事業経営が進められており、引き続き、緊
密な連携を図りながら、農業及び地域振興対策を共に進めていく必
要がある。

①農業
　本町は、地勢的に平地が少なく、様似川や海辺川沿いに分散し
ているため、農地として活用可能な場所が少なく、集約化や大規
模化が難しい状況にある。
　町内農業は、軽種馬生産、水稲生産、施設園芸による夏秋どり
イチゴ生産、肉牛生産が中心となっており、軽種馬生産は、近年
は好調な販売状況となっているが、他の作物については環境変化
の影響を受けており、特に夏場の涼しさを活かして導入した夏秋
どりイチゴは高温化の影響を受けやすく、対策が急務となってい
る。
　農家戸数は人口減少や高齢化及び後継者不足などを要因に減少
しており、それとともに労働力の確保が難しい状況となり、生産
に影響を及ぼしている。
　また、農家戸数の減少に伴い、遊休農地の拡大が懸念されてい
る。

②林業
　本町の森林面積は町全体の92％を占める33,364haで、その構成
は、道有林が62％、町有林が11％、私有林が27％であり、道有林に
ついては日高管内で最も広い面積を有している。
一般民有林（町有林と私有林）12,818haのうち、人工林は3,299ha
（26％）、天然林は9,359ha（73％）、無立木地は160ha（1％）と
なっており、人工林の樹種別の構成はトドマツ、カラマツ類が大半
を占めており、50年以上の主伐期を迎える林分が大半となってい
る。
　本町の林業は、重要な基幹産業としての役割を担っているが、木
材価格の低迷と輸入材の増加の影響等により、経済的な産業から
「山づくり」という環境保全面を重視し、地球温暖化防止に貢献す
るといった環境的産業へと変わりつつある。
　また、ここ数年のエゾシカ生息数の急増は、生息地である森林地
帯の樹木への「角こすり」や食害による被害の増大を招き、大きな
問題となっている。
今後とも、環境保全としての役割も含めた林業を持続的に維持して
行くためには、担い手の育成と労働力の確保をはじめ、児童生徒や
住民に対し、木との触れ合いを通じた「木育」を推進し、林業への
理解を深める活動が必要となる。
　また、未整備森林となりがちな、不在村所有者への啓発活動と伐
採後の放置森林の解消への働きかけを町と森林組合等が一体となっ
て取り組み、本町の森林資源を将来へ引き継ぐための活動を推進す
る必要がある。

②林業
　本町の森林面積は町全体の91％を占める33,333haで、その構成
は、道有林が62％、町有林が9％、私有林が29％であり、道有林に
ついては日高管内で最も広い面積を有している。
　一般民有林（町有林と私有林）12,787haのうち、人工林は
3,212ha（25％）、天然林は9,511ha（74％）、無立木地は63ha
（1％）となっており、人工林ではトドマツが主要な樹種となって
おり、40年以上の主伐期を迎える林分が大半となっている。
　トドマツ人工林が本格的な利用期を迎え、今後、伐採量や植林
面積の増加が見込まれる一方で、林業従事者の高齢化・担い手不
足が課題となっている。
　また、近年はエゾシカだけでなく、アライグマの生息数も増加
しており、食害による被害の拡大が懸念されてる。

③水産業
　水産業の現状は、地球温暖化に伴う海水温の変化の影響を受け、
主要水産物（秋サケ・スケトウダラ・スルメイカ・昆布・ウニ等）
の生産量の減少や、漁業資材の高騰、消費低迷による魚価安等によ
り、漁業経営が厳しさを増す状況にあるため、新たな魚種への方向
転換や、付加価値向上による他地域との差別化が求められている。
　また、少子高齢化に伴う漁家経営数の減少により、漁業担い手で
ある新規就業者及び後継者の確保・育成が急務となっている。
　漁業基盤である漁港及び漁場整備について、老朽化する付帯整備
の改修や藻場の保全等を維持するため、関係機関との連携が必要と
なる。
　漁業協同組合については、漁村の活性化と地域の中核的役割を担
う役割を持ち、今後とも緊密な連携を図り、本町の水産業及び地域
振興を進めていく必要がある。

①水産業
　本町の水産業の現状は、令和３年に発生した赤潮により、多く
の魚種に甚大な被害が発生し、現在も漁獲量、漁獲高減少の要因
となっている。さらに、地球温暖化に伴う海水温上昇の影響を受
けた主要水産物（秋サケ・スケトウダラ・スルメイカ・昆布・ウ
ニ等）の生産量の減少や、漁業用資材、燃料費の高騰、消費低迷
による魚価安等により、漁業経営が非常に厳しい状況にある。
　また、資源量の減少や高齢化により、漁業経営者の減少も著し
く進んでいることから、労働力の確保、新たな魚種への方向転
換、付加価値向上による他地域との差別化が急務となっている。
　漁業基盤である漁港及び漁場整備については、関係機関と連携
し老朽化する付帯整備の改修や藻場の保全等を維持するため、関
係機関との連携が必要となる。
　漁業協同組合については、漁村の活性化と地域の中核的役割を
担う役割を持ち、今後とも緊密な連携を図り、本町の水産業及び
地域振興を進めていく必要がある。
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３　産業の
振興

（１）現況
と問題点

④　地場産業
　地場産業は、地域経済の活性化や雇用の創出に大きな影響を与
え、かつ住民の所得向上に大きな役割を果たしてきた。
　しかし、大手鉄鋼関連企業を除き、そのほとんどが中小企業であ
り、総じて規模は小さく経営基盤も脆弱となっているため、今後も
「様似町産業振興対策補助条例」等の支援策や貸付制度を充実し、
人材の育成、確保対策を推進し、経営体質の改善強化を図り、本町
の経済と雇用の場として大きな役割を果たしていく必要がある。

④　工業
　本町の工業は、地下資源を活用した採石業や地場資源を活用し
た水産加工、木材加工業など、ほとんどが中小企業だが、本町の
経済を支え雇用の場として大きな役割を果たしている。
　今後とも商工会が策定した「経営発達支援計画」に基づき、消
費者ニーズや購買行動の変化に対応した経営を図るため、高次加
工の研究や新たな商品の開発、販路拡大などを支援し、経済基盤
の安定を図るために支援策等を充実する必要がある。
　また、雇用の場となっている反面、事業を継続するための労働
力不足・人材確保が課題であり、その手立てについて検討する必
要がある。

⑤商業
　本町の商業は、飲食店や一般小売業を中心として構成されてお
り、そのほとんどが家族経営や小規模商店となっている。
　商業は町民生活を維持するために欠かせないもので、雇用の創出
や経済の活性化など大きな役割を担っているが、町内消費人口の減
少やインターネット販売、宅配サービスの普及などによる売り上げ
の停滞が町内商店の経営を悪化させ、不透明な先行きもあり後継者
不足も現れてきている。
　また、令和２年に発生した新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、ライフスタイルの見直しを余儀なくされており、先行きが見え
てこない状況のなか、商工会が中心となって町内消費を喚起するた
めのクーポン券やスタンプラリーなどの事業を展開し、新たな活力
を模索している。
　今後とも商工会が策定した「経営発展支援計画」に基づき、経営
者の積極的な商業活動の展開、消費者ニーズ・購買行動の変化に対
応した経営の近代化、合理化による経済基盤の充実を図る必要があ
る。

⑤商業
　本町の商業は、飲食店や一般小売業を中心として構成されてお
り、そのほとんどが家族経営や小規模商店となっている。
　そのため、町内消費人口の減少やインターネット販売、宅配
サービスの普及などによる売り上げの停滞が町内商店の経営を悪
化させ、不透明な先行きもあり後継者不足も現れてきている。
　また、令和２年に発生した新型コロナウイルス感染症の影響に
より、ライフスタイルの見直しを余儀なくされており、先行きが
見えてこない状況のなか、商工会が中心となって町内消費を喚起
するためのクーポン券やスタンプラリーなどの事業を展開するほ
か、起業等支援事業により新たな事業者への支援に取り組んでい
る。
　今後とも商工会が策定した「経営発達支援計画」に基づき、経
営者の積極的な商業活動の展開、消費者ニーズ・購買行動の変化
に対応した経営の近代化、合理化による経済基盤の充実を図る必
要がある。

⑥観光またはレクリエーション
　本町の観光振興は「アポイ岳ユネスコ世界ジオパーク」をツール
として推進しており、関連施設やジオサイトの整備、ガイド養成や
ジオツアーの企画・催行、日本ジオパーク全国大会を誘致するな
ど、一定の成果は見られている。しかし、ジオパークの認知度は全
国的に徐々に高まっているとはいえ、観光の目玉となり得る状態で
はなく、また、町民にジオパーク活動が浸透しきれていないことも
あり、観光振興の推進体制を強化するための人材確保・育成、拠点
施設の整備を図りながら、町内に経済効果を充分に波及させる取り
組みが必要となる。
　今後の観光形態がどう変化するか不透明だが、観光ニーズを的確
に把握するとともに、関係人口（様似ファン）を増やしていくこと
が重要であり、観光客として来てもらい、リピーターとなってもら
うため、食と産業を絡めたツアーや観光スポットなどの情報発信、
特産品・土産品などの商品開発と提供方法の工夫を通して集客の拡
大を図ることが必要となっている。
　また、多彩な観光客ニーズに応えていくため、現在取り組んでい
る広域連携によるインバウンド誘致や「とんがりロード」での体験
ツアープログラムの開発、浦河町、様似町、えりも町の3町で取り
組んでいる「日高王国」など、教育観光の受入れなどにも引き続き
積極的に対応していくとともに、将来的な日高山脈襟裳国定公園の
国立公園化を見据えて、周辺町と連携したプログラム作りを行う必
要がある。

⑥観光業
　本町の観光振興は「アポイ岳ユネスコ世界ジオパーク」をツー
ルとして推進しており、関連施設やジオサイトの整備、ガイド養
成やジオツアーの企画・催行、日本ジオパーク全国大会を誘致す
るなど、一定の成果は見られている。しかし、ジオパークの認知
度は全国的に徐々に高まっているとはいえ、観光の目玉となり得
る状態ではなく、また、町民にジオパーク活動が浸透しきれてい
ないこともあり、観光振興の推進体制を強化するための人材確
保・育成、拠点施設の整備を図りながら、町内に経済効果を充分
に波及させる取り組みが必要となる。
　新型コロナウイルスも５類感染症に移行したことから、アフ
ターコロナの観光ニーズを的確に把握するとともに、関係人口
（様似ファン）を増やしていくことが重要であり、観光客として
来てもらい、リピーターとなってもらうため、食と産業を絡めた
ツアーや観光スポットなどの情報発信、特産品・土産品などの商
品開発と提供方法の工夫を通して集客の拡大を図ることが必要と
なっている。
　また、多彩な観光客ニーズに応えていくため、現在取り組んで
いる広域連携によるインバウンド誘致や「とんがりロード」での
体験ツアープログラムの開発・受け入れ体制の確立などにも引き
続き積極的に対応していくとともに、日高山脈襟裳十勝国立公園
に認定されたことに伴い、ゼロカーボンパークの登録に向けたサ
ステナブルな観光地づくりや周辺町と連携したプログラム作りを
行う必要がある。
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（２）その
対策

①農業
(a)　北海道やひだか東農業協同組合等と連携し各種支援を行い、
農家の方々が本町に合った作目を安心して生産できるようにす

る。
(b)　必要な支援制度を整備・拡充し、新規就農者の確保を図る。
(c)　イチゴ生産については、設備のさらなる充実を図るととも
に、関係機関とより良い生産方法を検討し収益性を高める。

③水産業
(a)　関連産業と連携し、様似産水産物の供給拡大及び地産地消の
推進に努める。
(b)　「日高地域コンブ生産安定対策会議」を通して関係機関と連
携を図りながら、コンブの生産力向上及び収入安定対策等の取り組
みを推進する。
(c)　漁業協同組合が実施する計画的な栽培漁業（マツカワ・マナ
マコ・ハタハタ等）による資源増殖に対し、関係機関と連携し推進
する。
(d)　漁業担い手の育成・確保について、漁業協同組合と連携し、
受入体制の整備や漁業経営に必要な技術・資格・施設整備に対し支
援を行う。
また、生産の拠点となる漁港の整備について、地元漁業者の要望を
生かした整備を計画的に進められるよう関係機関に要望するととも
に、漁場環境保全について、漁業者が実施する昆布の繁茂を阻害す
る雑海藻の駆除やヒトデ駆除、未利用海域での漁場造成に対し、支
援する。
(e)　漁協協同組合との密接な連携により町の水産業振興を図る。

③水産業
(a)  高水温にも強い昆布種苗の研究や、種苗等放流により資源増
殖等を図り、漁獲量や漁獲高の確保を促進し、漁業者の経営安定
を図る。なお、将来的な栽培漁業の実施を見据え、中核施設の設
置を検討する。
(b)　必要な支援制度を整備・拡充し、新規就業者及び後継者を確
保していく。
(c)　関連機関と連携し、漁港整備や設備拡充を進め、漁業関係者
の労働力軽減や高付加価値化を進める。

④地場産業
(a)　既存工業の経営の合理化等の促進、育成に努めるとともに、
長期低利資金の確保により経営体質の改善、強化を図る。
(b)　販路開拓、拡大及び販売促進に対して積極的な支援を図る。
(c)　新規企業の誘致促進のための条件整備と情報の収集に努め
る。

④工業
(a)　地場資源の付加価値を高めるための商品開発や高次加工の研
究を促し、ネット販売やふるさと納税制度の活用、商談会・イベ
ント等による販路の開拓・拡大及び販売促進を支援する。
(b)　事業者のネット販売や特産品開発を促進するとともに、地場
産品販売などを通じて、新規企業の設立や誘致を図る。
(c)　事業者が安心して経営できるように、後継者確保策や新規創
業者向けの利用しやすい支援策を検討し、経営基盤の安定を図
る。
(d)　労働力の確保や人材育成など、その手立てについて各関係機
関と連携して検討する。
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①農業
(a)　鳥獣被害防止対策計画を推進するため、各種補助事業等を活
用し被害の減少化を図る。有畜農家と連携し、堆きゅう肥を投入し
た土づくりを進め、肥料コストの低減や減農薬栽培を促進する。ま
た、家畜排せつ物の適正な処理を行い、ほ場副産物や家畜ふん尿を
有効活用し、貴重な有機物資源としての利用を促進する。
(b)　軽種馬については、各種関係機関や農業団体と連携を図り、
生産者の意識改革を促し、経営システムの導入による経営分析や生
産牧場のグループ化を推進し、経営体質の強化と安定化、コスト低
減を図る。
　不採算馬の淘汰による繁殖牝馬の資質向上の促進、生産段階での
初期調教施設の充実と有効活用の促進を行い、生産馬の付加価値を
高め経営の安定を図るとともに、地域経済と基幹産業を守るため
「ホッカイドウ競馬」の維持発展を促進する。
(c)　旧水田の高度利用化を進めるため、生産性の高い転作営農や
ほ場整備と団地化を促進し、コストの削減と生産効率の向上を図る
とともに、環境保全型農業や特別栽培への取り組みを推進し、品質
向上・付加価値を付けた販売額の向上を図る。また、転作地及び周
辺草地を中心とした排水不良の改善を行い、生産収量の向上と良質
な牧草生産を促進する。また、夏秋取りいちごのブランド化を進め
るため、栽培技術の向上と品質管理に努め、施設の整備充実を図
る。
（d）農業支援事業（様似町地域振興作物等奨励事業、道営中山間
事業等）や優駿サポート（草地新規更新農作業受委託組織）を活用
した新規草地更新の促進を図る。
(e)　畜産においては、生乳需給事情に配慮した計画的生産に取り
組み、飼養管理技術の向上と乳質改善に努め、安全・安心で良質な
生乳生産を促進する。また、酪農ヘルパー事業の有効活用を行い、
生産効率の向上と合理化を図る。
(h)　生産コストの削減を図るため、町有牧野の有効活用の促進、
乳牛能力検定による淘汰の実施や優良雌牛の確保を行い、経営の合
理化を促進、優良繁殖牛の増頭及び資質向上や肥育一貫体制への取
り組みと経営規模拡大を促進する。
　また、「グリーンサポートひだか東」との連携を図り、技術指導
や各種研修会の開催を促進する。
(g)　新規就農者や担い手を確保するため、各種補助金等の継続や
制度の整備とさらなる充実を行い、農家人口の減少への対応や、高
齢化への対策を図る。

②林業
(a)　町森林整備計画をもとに、森林の持つ多面的機能と地域の特
性に応じた森林資源の持続化を図るため、新植や保育・間伐などの
各種施業（整備作業）を進める。
(b)　鳥獣被害対策計画を推進するため、各種の補助事業を活用し
被害の減少化を図り、森林資源の持つ魅力や役割を「木育」を通じ
た学習活動等へ情報発信する。
(c)　森林組合や関係事業所等における従事者の安定的雇用の推進
を図る。
(d)　不在村森林所有者等による未整備森林や伐採後の放置森林等
の解消のため、啓発活動や森林環境譲与税等活用し、自ら経営管理
を行うことが難しい森林所有者から、意欲と能力のある林業経営者
へ、町が仲介役となって経営管理の委託を行い、森林の経営管理の
集積・集約化を進める。
(e)　後継者、担い手の確保・育成に努める。

②林業
(a)　様似町森林整備計画に基づき、森林の持つ多面的な機能の高
度発揮と森林資源の持続化を図るため、補助事業を活用しながら
植林や保育・間伐などの各種施業（整備作業）を進める。
(b)　 森林組合や関係事業所等と連携し、林業従事者の安定的雇
用の推進、植林・下刈等の作業の機械化を図る
(c)　 様似町鳥獣被害防止計画に基づき、各種の補助事業を活用
し被害の減少化を図る。

数値目標 目標値（KPI）※総合戦略より

一人当たり町民所得 ２，９２９千円（１０％増）

事業者数 ３４０事業者

交流人口（主要観光施設・アポイ岳登山
者及び宿泊者）

４９，０００人

数値目標 目標値（KPI）※総合戦略より
産業分野における一人あたり平均年収 ５，２９６千円（１０％増）

事業者 ３０４事業者

交流人口（主要観光施設・アポイ岳登山
者及び宿泊者）

４２，５００人
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（２）その
対策

（i）産業振興促進区域及び振興すべき業種 （i）産業振興促進区域及び振興すべき業種

　近年の情報通信分野の発達は著しく、本町でも平成22年から多く
の地域で光ファイバーサービスが開始されたこともあり、インター
ネット利用者が増加しているが、一部地域では現在も未提供エリア
となっている。また、テレビの地上デジタル放送が開始され、衛星
放送や衛星通信の高度化も進み、生活に欠かせないものとなりつつ
ある。一方、電話や郵便、ラジオなど従来からのメディアの果たす
役割も生活の利便性を補う手段として欠かせない役割を担ってい
る。
　電話は、ほとんどの世帯に固定電話若しくは携帯電話が普及して
おり、携帯電話不通エリアも少しずつ解消されているが、山間部の
一部にはまだ不通エリアとなっている地域がある。
　テレビについては、平成23年の地上波完全デジタル化移行に合わ
せ、中継放送局の更新をおこなった。今後は、難視聴地域の共聴施
設等の整備、施設の維持管理を行っていく必要がある。
　また、防災行政無線放送施設についても、平成22年度にデジタル
化を行ったが、災害時に的確な通信を行い、住民生活の安全確保を
図るためにも、依然として「聞こえづらい」地域への屋外子局の増
設、高齢者世帯への戸別受信機の整備が必要な状況にある。

　近年の情報通信分野の発達は著しく、情報通信基盤の整備は、
私たちの生活に欠かすことのできないものとなりつつあり、都市
部と差のないサービスの提供が求められている。
　テレビ放送は、平成21年から地上デジタル放送が開始され、平
成26年には受診率は100％となっているが、町内の一部地域ではテ
レビ中継局からの電波が直接受信できず、共聴施設による受信を
行っている。地上デジタル放送開始から15年以上が経過し、設備
の老朽化や人口減少などの要因により施設の維持・管理を行うテ
レビ共聴組合の負担が増えている。
　インターネット環境については、平成22年から町内で光サービ
スが開始されて以降も、一部地域については、光回線未整備エリ
アとなっていたが、令和3年度には未整備エリアに対する整備が完
了し、現在は町内全域で光ブロードバンドサービスが提供されて
いる。
　電話については、ほとんどの世帯に固定電話若しくは携帯電話
が普及しており、携帯電話不通エリアも少しずつ解消されている
が、山間部の一部にはまだ不通エリアとなっている地域がある。
　また、防災行政無線放送施設については、平成22年度にデジタ
ル化を行ったが、設備の老朽化が進んでおり、災害情報の迅速か
つ確実な伝達を行うため、設備更新に向けて検討を行う必要があ
る。

(a)　共聴施設等設置に対する支援を行うとともに、中継局の安定
運用のため改修を行う。
(b)　携帯電話の利用エリアの拡大を図るため関係機関への要請に
努める。
(c)　防災行政無線放送施設による災害時の通信を的確に行い、住
民生活の安全確保に努めるとともに、「聞こえづらい」地域や高齢
者世帯への施設整備を推進する。

(a)　携帯電話不通エリアはより多くの方がサービスを受けられる
よう、関係機関への要請に努める。
(b)　常に最良の情報通信基盤を本町に導入できるよう、情報収集
に努めるともに関係機関との連携を図る。
(c)　スマートフォンの活用や戸別受信機の設置などと合わせて、
重層的な情報伝達を構築できる同報系防災行政無線の更新を行
う。

⑤商業
(a)　町外に流出する購買力を食い止めるための事業を実施すると
ともに、経済の町内循環と町外からの外貨獲得のための制度等の検
討を進め、構築を目指す。

(b)　商工会が策定した「経営発展支援計画」に基づき、経営者の
積極的な商業活動の展開、消費者ニーズ・購買行動の変化に対応し
た経営の近代化、合理化による経済基盤の充実を支援する。
(c)　商業者が安心して経営できるように、運転資金や設備投資資
金に対する利子補給などの適切な融資制度の見直しを図るととも
に、後継者確保策について総合的に商工会等と検討を重ね、経営基
盤の安定を図る。
(d)　一次産業と観光産業などとの複合的な産業振興を推進し、
「地産地消」による地域活性化を図り、商店街のイベントやネット
販売など地場産品の消費拡大を図る。

⑤商業
(a)　町外に流出する購買力を食い止めるための事業を実施すると
ともに、経済の町内循環と町外からの外貨獲得のための制度等の
検討を進め、構築を目指す。
(b)　燃油や物価高騰対策などに対する生活支援及び町内の消費を
喚起する方策として、地域商品券を発行し、町民の暮らしと商店
街を支援する。
(c)　商工会が策定した「経営発達支援計画」に基づき、経営者の
積極的な商業活動の展開、消費者ニーズ・購買行動の変化に対応
した経営の近代化、合理化による経済基盤の充実を支援する。
(d)　商業者が安心して経営できるように、後継者確保策や新規創
業者の支援について総合的に商工会等と検討を重ね、経営基盤の
安定を図る。
(e)　一次産業と観光産業などとの複合的な産業振興を推進し、
「地産地消」による地域活性化を図り、商店街のイベントやネッ
ト販売など地場産品の消費拡大を図る。

⑥観光又はレクリエーション
a)　観光振興の充実は「稼ぐまち」として持続可能なまちづくりの
重要ポイントであることから、観光協会やジオパーク推進協議会、
商工会をはじめ、一次産業者とも連携し、観光産業を推進する体制
を整備する。
(b)　関係人口や販路拡大を図るため、特産品や特産物を生かした
商品開発やそれらを提供する拠点施設を整備し、民間事業者等と連
携した情報提供やイベントの開催・参加などのＰＲ活動を推進す
る。
(c)　「とんがりロード」や「日高王国」などの近隣町との広域連
携による観光客誘致活動等に積極的に参画し、本町の役割を認識し
ながら観光産業として成り立つ地域づくりに取り組む。
(d)　加工客のニーズをとらえ、的確な施設整備を推進する。

⑥観光業
　(a)　 観光振興を充実することは「稼ぐまち」として持続可能
なまちづくりの重要ポイントであることから、観光協会やジオ
パーク推進協議会、商工会をはじめ、一次産業者とも連携し、観
光産業を推進する体制を整備する。
(b)　関係人口や販路拡大を図るため、特産品や特産物を生かした
商品開発やそれらを提供する拠点施設を整備し、民間事業者等と
連携した情報提供やイベントの開催・参加などのＰＲ活動を推進
する。
(c)　「広域連携による観光客誘致活動」等に積極的に参画し、本
町の役割を認識しながら観光産業として成り立つ地域づくりに取
り組む。
(d)　観光客の誘客を促進できるような施設整備を推進する。
(e)　ゼロカーボンパークの登録に向けたサステナブルな観光地作
りを推進する。

産業促進区域 業種 計画期間 備考
様似町全域 製造業、旅館業、農

林水産物販売業、
情報サービス業等

令和３年４月１日～
令和８年３月３1日

産業促進区域 業種 計画期間 備考
様似町全域 製造業、旅館業、農

林水産物販売業、
情報サービス業等

令和８年４月１日～
令和１３年３月３1日

数値目標 目標値（KPI）※総合計画より

希望する世帯への光サービス提供率 １００％

数値目標 目標値（KPI）※総合計画より

家庭用Wi-Fi　開設数 １００回線

事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

（1）基盤整備
　　  農業

（略） （略）

　　　林業 （略） （略）

１０　水産基盤整備事業
　　　（水域環境保全事業）

漁協

１１　水産多面的機能発揮対策事業 漁協

１２　沿岸漁場保全事業
　　　平宇地区投石、雑海藻駆除

漁協

１３　水産業振興構造事業
　　　昆布加工施設整備
　　　購買店舗施設整備

漁協

１４　水産業強化支援事業
　　　上架施設整備事業

漁協

１５　水産基盤整備事業
　　　製氷・貯氷施設整備
　　　トラックスケール整備

漁協

（略） （略）
１７　観光施設整備事業
　　　公用バス

町

（10）過疎地域持
続的発展特別事
業
　　　1次産業

（略） （略）

　　　観光 （略） （略）

（11）その他 （略） （略）

（9）観光又はレク
リエーション

　　　水産業

（3）経営近代化施
設

（3）計画（令和8年度～令和12年度）

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

（1）基盤整備
　　  農業

（略） （略）

　　　林業 （略） （略）

基盤整備事業
　　（水域環境保全事業）

漁協

水産多面的機能発揮対策事業 漁協

沿岸漁場保全事業
　　雑海藻駆除

漁協

水産業振興構造事業
　　昆布加工施設整備
　　購買店舗施設整備

漁協

水産基盤整備事業
　　製氷・貯氷施設整備
　　トラックスケール整備

漁協

（略） （略）
アポイ岳ビジターセンター長寿命化改修事業 町 R８～

観光施設整備事業
　　車両購入

町

（10）過疎地域持
続的発展特別事
業
　　　1次産業

（略） （略）

　　　観光 （略） （略）

（11）その他 （略） （略）

　　　水産業

（3）経営近代化施
設

（9）観光又はレク
リエーション

２　産業の振興



（３）計画 22 令和8年3月6日

23 令和8年3月6日

23 4 令和8年3月6日

24 1 令和8年3月6日

24 2 令和8年3月6日

（３）計画 24 令和8年3月6日

６　生活環
境の整備
（１）現況
と問題点

25 13 令和8年3月6日

（２）その
対策

５　交通施
設の整備、
交通手段の
確保
（１）現況
と問題点

(a)　国道及び道道については、幹線道路として災害に強く安全で
快適な道路網の整備を関係機関に要望する。また、災害発生時にお
ける国道３３６号の通行止めに備え、国及び北海道、近隣町と連携
を図りながら緊急時における地域間を結ぶ避難路線・代替え路線の
確保に努める。
(b)　一般国道336号の塩釜トンネルの抜本的安全対策や歩道未設置
区間の整備について関係機関へ要請する。
(c)　町道については、日常生活の利便性や快適性の確保と点検・
補修など計画的な維
持管理に努める。
(d)　産業発展の基盤となる林道の整備を図る。
(e)　「地域公共交通計画」を策定し、近隣町を結ぶ公共交通の維
持を支援し、将来にわたって“住民の足”を確保することを目指
す。
(f)　高齢化社会や交通空白地帯に対応するための「コミュニティ
バス」や「乗合タクシー」などについて、各種補助や支援制度を含
めた本町にあった交通サービスの提供を目指す。

(a)　国道及び道道については、幹線道路として災害に強く安全で
快適な道路網の整備を関係機関に要望する。また、災害発生時に
おける国道３３６号の通行止めに備え、国及び北海道、近隣町と
連携を図りながら緊急時における地域間を結ぶ避難路線・代替え
路線の確保に努める。
(b)　一般国道336号の塩釜トンネルの抜本的安全対策や歩道未設
置区間の整備につ
いて関係機関へ要請する。
(c)　町道については、日常生活の利便性や快適性の確保と点検・
補修など計画的な維
持管理に努める。
(d)　産業発展の基盤となる林道の整備を図る。
(e)　近隣町を結ぶ公共交通の維持を支援し、将来にわたって“住
民の足”を確保することを目指す。
(f)　高齢化社会や交通空白地帯に対応するため、さまに乗合ワゴ
ンの利便性を図るとともに、本町に適した交通サービスの提供を
目指す。

①生活環境
　本町の水道普及率は、令和2年度末現在、99.1％で全道の98.1％
を上回っており、地域住民に安定した給水を続けている。しかし、
時間の経過とともに、浄水場施設の老朽化や配水管の耐用年数到達
が進み、給水人口の減少等による収益減少が見込まれるなかで、水
道事業を将来に向けて持続していくため、施設の維持管理や経営の
安定化を図る必要がある。
　下水道は、平成11年3月31日に一部供用開始し、現在は市街部地
域の整備はほぼ終了している。今後は、水洗化率の向上と下水道計
画区域外となっている地域への浄化槽の整備を推進していく必要が
ある。
（略）
　し尿処理施設については、日高東部衛生組合で広域的に処理して
いるが、施設が老朽化しているため東部３町でMICS事業（汚水処理
施設協働整備事業）方式により、令和４年に供用開始を目指して事
業が進められている。
　また、町内には老朽公共施設があるため、安全確保のため解体や
用地の活用を検討する必要がある。建設当時から比較すると人口減
少と少子高齢化が進んでおり、持続可能な行政運営のためには各施
設のあり方について、見直しは避けられない状況にある。

①生活環境
　本町の水道普及率は、令和5年度末で98.8％と全道の98.3％を上
回っており、地域住民に安定した給水を続けている。しかし、時
間の経過とともに、水道を取り巻く環境も大きく変化し、浄水場
施設の老朽化や配水管の耐用年数到達が進み、給水人口の減少等
による収益減少が見込まれるなかで、水道事業を将来に向けて持
続していくため、施設維持管理経費の削減や収益を確保するた
め、経営戦略の策定により経営健全化を図る必要がある。
　下水道は、平成11年3月31日に一部供用開始し、現在は市街部地
域の整備はほぼ終了しているが、今後、老朽化に伴う施設更新及
び耐震化等に係る費用が増加する状況であることから、施設維持
管理経費の削減及び収益を確保するため、下水道事業においても
経営戦略の策定により経営健全化を図る必要がある。
（略）
　し尿処理施設については、日高東部衛生組合で広域的に処理し
ており、東部３町でMICS事業（汚水処理施設協働整備事業）方式
により、令和４年に供用が開始され、今後より効率的に処理を進
めていく必要がある。
　また、町内の公共施設においては、どの施設においても相当数
が老朽化していることや、建設当時から比較すると人口減少と少
子高齢化が進んでおり、持続可能な行政運営のためには各施設の
あり方について、検討を進めなければならない状況にある。

（略）
　路線は274あり、市街地形成地域においては舗装率がほぼ100％と
なっているものの、全路線の比率では58.4％と低い状況となってい
る。また、これまで道路の路面・排水施設等の維持補修に努めてき
たが、改善を必要とする路線も数多くあり、今後も引き続き整備が
求められる。
（略）
　交通環境については、JR北海道の日高線が、災害により復旧の見
込みが立たないことから、JR北海道と廃線合意となり、本町の公共
交通は転換バスと路線バスが担っている。路線バスはジェイ・アー
ル北海道バスが本町にある営業所を拠点に、浦河方面とえりも方面
に運行しており、同社は札幌へ向けての都市間バスも運行してい
る。
　人口減少や車社会への変革により、公共交通の利用者は減少し、
本町を含めた日高管内各町の公共交通の将来は非常に厳しい状況と
なっており、人口減のなかでも効率的かつ効果的に交通体系を維持
していけるよう、持続可能な地域公共交通が求められている。さら
には、町内の路線バスを維持しつつ、路線バスの運行していない交
通空白地帯への支援も必要となっている。

（略）
　路線は274あり、市街地形成地域においては舗装率がほぼ100％
となっているものの、全路線の比率で58.5％と低い状況となって
いる。また、これまで道路の路面・排水施設等の維持補修に努め
てきたが、改善を必要とする路線も数多くあり、今後も引き続き
整備が求められる。
（略）
　交通環境については、JR北海道の日高線が廃線となり、本町の
公共交通は転換バスと路線バスが担っている。路線バスはジェ
イ・アール北海道バスが本町にある営業所を拠点に、浦河方面と
えりも方面に運行しており、同社は札幌へ向けての都市間バスも
運行している。
　人口減少や車社会への変革により、公共交通の利用者は減少
し、2024問題による交通事業者の深刻なドライバー不足も相まっ
て本町を含めた日高管内各町の公共交通の将来は非常に厳しい状
況となっており、人口減のなかでも効率的かつ効果的に交通体系
を維持していけるよう、持続可能な地域公共交通が求められてい
る。さらには、町内の路線バスを維持しつつ、路線バスの運行し
ていない交通空白地帯への支援も必要となっている。

数値目標 目標値（KPI）※総合計画より

公共交通数
都市間バス　１路線維持
路線バス　１路線維持

数値目標 目標値（KPI）※総合計画より

公共交通数
都市間バス　１路線維持
路線バス　 　１路線維持
乗合ワゴン　 １台維持

（3）計画

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

２２　テレビ中継局維持管理事業

町

テレビジョン放送
等難視聴解消の
ための施設

２３　テレビ共同受信施設大規模改修
町

NHK

その他 ２４　高度無線環境整備推進事業
NTT東日本

（1）電気通信等情
報化のための施

設
　テレビ中継局

３　地域における情報
化

（3）計画（令和8年度～令和12年度）

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

テレビ中継局維持管理事業

町

テレビ中継局監視システム設置事業
町

R８～

防災行政用無線
施設

防災行政無線（同報系）更新作業
町

R８～

テレビジョン放送
等難視聴解消の
ための施設

テレビ共同受信施設大規模改修
町

NHK

３　地域における情報
化

（1）電気通信等情
報化のための施

設
　テレビ中継局

（3）計画

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

（略） （略）

（2）自動車等
　　自動車

（略） （略） （略）

（8）道路整備機械
等

（略） （略） （略）

（1）市町村道
　　橋りょう

４　交通手段の整備、
交通手段の確保

（3）計画（令和8年度～令和12年度）

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

（略） （略）

トンネル・シェット改修工事 町 R８～

（2）自動車等
　　自動車

（略） （略） （略）

（8）道路整備機械
等

（略） （略） （略）

４　交通手段の整備、
交通手段の確保

（1）市町村道
　　橋りょう
　
　　その他



25 4 令和8年3月6日

26 令和8年3月6日

26 2 令和8年3月6日

26 2 令和8年3月6日

27 2 令和8年3月6日

27 5 令和8年3月6日

（３）計画
28
～
29

令和8年3月6日

６　生活環
境の整備

（１）現況
と問題点

（２）その
対策

②消防施設、救急体制
　本町と浦河町、えりも町の3町で日高東部消防組合を組織し、浦
河町に本部を置き広域的な運営を行っている。
　

　近年の災害は大規模・複雑化・多様化の傾向を呈しており、それ
らの災害に対応するため消防施設、消防水利の整備充実を進めるな
ど、消防体制を強化していく必要がある。
　さらに、救急業務体制については、傷病者の救命率の向上を目的
として、高度な応急処置の実施や迅速な搬送体制などの確立を図る
必要がある。

②消防施設、救急体制
　本町と浦河町、えりも町の3町で日高東部消防組合を組織し、浦
河町に本部を置き広域的な運営を行っている。
　昭和40年に建設された消防庁舎においては、築60年が経過し耐
震性能を有しておらず、東日本大震災による津波被害にあったこ
とから、災害に強い防災拠点として令和8年5月に町内の高台への
移転を予定している。
近年の災害は大規模・複雑化・多様化の傾向を呈しており、それ
らの災害に対応するため、今後も消防施設、消防水利の整備充実
を進めるなど、消防体制を強化していく必要がある。
　さらに、救急業務体制については、傷病者の救命率の向上を目
的として、高度な応急処置の実施や迅速な搬送体制などの確立を
図る必要がある。

③　公営住宅
　人口の減少や高齢化社会の到来など、社会構造の転換期を迎えて
いるなかで、居住環境へのニーズが多様化している。

　公営住宅は、子育て世帯・高齢者世帯等のセーフティーネットを
担っているものの、全体的に老朽化し、狭隘な住宅が多く存在して
おり、改修時期を迎える住宅を含め、集約化を念頭に計画的な整備
が求められている。今後は、社会情勢の変化や少子高齢化の進展な
どを視野に入れた住宅需要の把握に努め、良質で快適な住環境の確
保と供給を行うとともに、公営住宅の維持管理に要する経費の削減
が必要となっている。

③　公営住宅
　人口の減少や高齢化社会の到来など、社会構造の転換期を迎え
ているなかで、居住環境へのニーズが多様化している。
　本町の住宅建設は、物価高騰や低迷が続く経済状況のなか、個
人住宅などの建設が進みにくい状況となっている。
　公営住宅は、子育て世帯・高齢者世帯等のセーフティーネット
を担っているものの、全体的に老朽化し、狭隘な住宅が多く存在
しており、改修時期を迎える住宅を含め、集約化を念頭に計画的
な整備が求められている。今後は、社会情勢の変化や少子高齢化
の進展などを視野に入れた住宅需要の把握に努め、良質で快適な
住環境の確保と供給を行うとともに、公営住宅の維持管理に要す
る経費の削減が必要となっている。

④　防災
　防災体制については、近年、気候変動による豪雨など全国各地
で大規模な自然災害が頻発しているほか、日本海溝及び千島海溝
を震源とする大規模地震やそれに伴う津波などの危険性もひっ迫
しているとされていることから、関係機関や事業所、町民らの官
民協働により、地域の防災力向上を図る必要がある。

①生活環境
（略）
(e)　公共下水道区域外における合併処理浄化槽の設置を促進し、
住民の快適で衛生的な生活を確保するとともに、し尿処理について
はMICS事業方式での処理を進め、より効率的で効果的な事業運営を
推進する。
(f)　公共施設のあり方を見直し、新しい活用や統廃合などを進め
る。
（略）

①生活環境
（略）
(e)　公共下水道区域外における合併処理浄化槽の設置を促進し、
住民の快適で衛生的な生活を確保するとともに、し尿処理につい
てはMICS事業方式による効率的で効果的な事業運営を推進する。
(f)　公共施設のあり方を見直し、個別施設計画に基づいた計画的
な補修と新しい活用や統廃合などを進める。
（略）

②消防施設、救急体制
(a)  災害時の拠点として対応するため新庁舎の移転建築を進め、
町民が安心して暮らすことができるまちづくりを推進するととも
に、老朽化した消防車両、救助資機材等を更新する。
(b)　老朽化した高規格救急車と資器材の更新を図り、現在の高規
格救急車を予備救急車に配置転換することで、多様化する救急要請
に対応できるようにする。
(c)　傷病者の救命率の向上のため、救急救命士・救急隊員の教育
の充実、町民への応急処置の普及を図る。

②消防施設、救急体制
(a)  老朽化した消防車両、救助資機材等を更新する。
(b)　老朽化した資器材の更新を図り、多様化する救急要請に対応
できるようにする。
(c)　傷病者の救命率の向上のため、救急救命士・救急隊員の教育
の充実、町民への応急処置の普及を図る。

④　防災
　防災体制については、近年、気候変動による豪雨など全国各地で
大規模な自然災害が頻発しているほか、日本海溝及び千島海溝を震
源とする大規模地震やそれに伴う津波などの危険性もひっ迫してい
るとされる。

（3）計画

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

（略） （略） （略）

２９　栄町上水道設備更新
　　　施設機能増設実施設計
　　　浄水処理設備新設工事　ほか

（略） （略）

（2）下水処理施設
　　公共下水道

（略） （略） （略）

　　その他 （略） （略） （略）

３３　最終処分場確保 町

３４　クリーンセンター改修
　　　焼却炉耐火物補修　ほか

町

３５　資源収集車整備事業 町 Ｒ６～

　　し尿処理施設 （略） （略） （略）

（4）火葬場 （略） （略） （略）

（5消防施設 （略） （略） （略）

４５　栄町団地建替
　　　８棟１６戸

町

４６　旭団地建替
　　　２棟４戸

町

４７　公営住宅長寿命化型改善事業
　　　大通、錦町、港町

町

（7）過疎地域持続
的発展特別事業
　　生活

（略） （略） （略）

　　危険施設撤去 （略） （略） （略）

　　防災・防犯 （略） （略） （略）

（1）水道施設
　　上水道

（3）廃棄物処理施
設
　　ごみ処理施設

５　生活環境の整備

（6）公営住宅

（3）計画（令和8年度～令和12年度）

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

（略） （略） （略）

通信設備更新設計・更新工事 町 Ｒ８～

上水道配水池更新
　　実施設計・新築工事

町 Ｒ８～

（2）下水処理施設
　　公共下水道

（略） （略） （略）

　　その他 （略） （略） （略）

最終処分場確保 町

クリーンセンター改修 町

資源収集車整備事業 町 Ｒ６～

　　し尿処理施設 （略） （略） （略）

（4）火葬場 （略） （略） （略）

（5消防施設 （略） （略） （略）

栄町団地建替
　　５棟１０戸

町

旭団地建替
　　２棟４戸

町

（7）過疎地域持続
的発展特別事業
　　生活

（略） （略） （略）

　　危険施設撤去 （略） （略） （略）

　　防災・防犯 （略） （略） （略）

５　生活環境の整備 （1）水道施設
　　上水道

（3）廃棄物処理施
設
　　ごみ処理施設

（6）公営住宅



31 12 令和8年3月6日

31 1 令和8年3月6日

32 7 令和8年3月6日

32 2 令和8年3月6日

32 7 令和8年3月6日

32 2 令和8年3月6日

33 6 令和8年3月6日

７　子育て
環境の確

保、高齢者
等の保健及
び福祉の向
上及び増進

（２）その
対策

①子育て支援
　本町では、令和2年度に様似町子ども・子育て支援事業計画」を
策定し、総合的な子育て支援を推進しているが、子どもの人数は減
少傾向であり、また、少子化や核家族化、地域での人とのつながり
の希薄化、就業形態の変化などさまざまな要因により、育児の孤立
化や悩みをもつ家庭も増えており、安心して子どもを出産し、子育
てができる支援対策が求められている。

　また、保護者の交流の場として子育てサロンの実施や、出産や育
児に不安を抱える子育て世帯に対して、乳幼児健診や新生児訪問の
際に保健師が同行し、子育て支援センター案内や「子育てガイド」
を配布し、子育てが孤立しないよう配慮し、子育てに喜びや生きが
いを感じることができるよう、情報提供や状況に応じた助言を行っ
ている。
　さらに、誕生月に合わせて特産品等を贈呈するハッピー☆バース
デー1♡2♡3事業などの郷土愛を育む取り組みや、町広報誌や町の
ホームページに毎月掲載する子育てだよりを通じて、子育て支援事
業の情報発信をしている。
　学童保育の取り組みとして、保護者の就労による小学校3年生以
下の児童を対象とした「放課後児童クラブ」と、保護者就労に関係
なく利用できる小学校4年生以上を対象とした「放課後子ども教
室」を併設して、放課後児童施設「ひまわり」内で開設している
が、近年、保護者の共働き家庭やひとり親家庭の増加もあって、
年々利用児童数も増えており、利用人数に見合った指導員体制の確
保が町内の働き手の不足により難しい状況になっている。

①子育て支援
　本町では、令和7年度から令和11年度までを計画期間とする「第
3期様似町子ども・子育て支援事業計画」により、総合的な子育て
支援を推進しているが、子どもの人数は減少傾向であり、また、
少子化や核家族化、地域での人とのつながりの希薄化、就業形態
の変化などさまざまな要因により、育児の孤立化や悩みをもつ家
庭も増えており、安心して子どもを出産し、子育てができる支援
対策が求められている。令和4年度の児童福祉法の改正により、す
べての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機
能を有する子ども家庭センターの設置に努めることとされた。
　保護者の交流の場として子育てサロンの実施や、出産や育児に
不安を抱える子育て世帯に対して、乳幼児健診や新生児訪問の際
に保健師が同行し、子育て支援センター案内や「子育てガイド」
を配布し、子育てが孤立しないよう配慮し、子育てに喜びや生き
がいを感じることができるよう、情報提供や状況に応じた助言を
行っている。
　さらに、町内の児童・生徒が小学校・中学校・高等学校等へ入
学する際の家庭の経済的負担の軽減を図るため、地域商品券によ
る入学祝い金「新入学スマイルクーポン」を支給している。
　学童保育の取り組みとして、保護者の就労により監護できない
小学校3年生以下の児童を対象とした「親子岩児童クラブ」と、保
護者就労に関係なく利用できる小学校4年生以上を対象とした「放
課後子ども教室」を併設して、放課後児童施設「ひまわり」内で
一体的に実施しているが、近年、保護者の共働き家庭やひとり親
家庭の増加もあって、年々利用児童数も増えており、利用人数に
見合った支援員体制の確保が町内の働き手の不足により難しい状
況になっている。

②　 その他の保健・福祉
(a)　児童が心身ともに健全に成長するための環境整備や多様化す
る保育需要に対応する保育内容の充実を図る。
(b)　障害者が地域で自立した生活が送られるよう、地域生活での
基盤整備をはじめ、相談体制の充実など総合的な推進体制の整備を
図る。
(c)　健康管理情報システムの導入による、住民データーに基づい
た健康づくり体制の確立を図る。

(d)　子どもが健やかに生まれ育つことができる環境づくりを図る
ため、関係機関との連携を密にし、母子保健を積極的に推進する。

(e)　生活習慣病の予防のため、成人保健活動の充実を図る。

③　 その他の保健・福祉
(a)　児童が心身ともに健全に成長するための環境整備や多様化す
る保育需要に対応する保育内容の充実を図る。
(b)　障害者が住み慣れた地域で自立した生活が送られるよう、地
域生活での基盤整備をはじめ、相談体制の充実など総合的な推進
体制の整備を図る。
(c)　生活習慣病、がん予防のため、健康診査やがん検診の受診率
向上、病気の早期発見と早期治療を促すとともに、特定健診未受
診者対策として、定期通院者に対する検査データの提供及び受診
率向上を図る。
(d)　子どもが健やかに生まれ育つことができる環境づくりを図る
ため、関係機関との連携を密にし、妊娠期から気軽に相談できる
体制づくりなど、母子保健を積極的に推進する。
(e)　生活習慣病の予防のため、成人保健活動の充実を図る。

①高齢者の保健・福祉
（略）
　さらに、高齢者の生きがいづくりのため、老人クラブや高齢者事
業団の活動などの活性化を図り、社会参加の促進や雇用機会の確保
を図る必要がある。

②高齢者の保健・福祉
（略）
さらに、高齢者の生きがいづくりのため、高齢者事業団の活動な
どの活性化を図り、社会参加の促進や雇用機会の確保を図る必要
がある。

②その他の保健・福祉
　保育環境の改善や子育ての負担の軽減と女性の社会進出の促進を
図るため、本町では平成８年に町内の保育所を一か所に統合すると
ともに、隣地に公立幼稚園を整備し『認定こども園』として事業を
推進している。
　また、心身障害者の数は、横ばい傾向にあるが、高齢化の進行に
伴い障害となる人の割合は増加傾向にある。
　このため、障害者が地域で自立した生活が送られるようノーマラ
イゼーションの理念の定着と、その環境づくりを図る必要がある。
　さらに、健康づくりに対するニーズがますます増大、多様化して
いるが、自分の健康は自分で守るという考え方を基本に、健康増進
のための環境づくりと生涯にわたる健康づくり運動を促進する必要
がある。

③その他の保健・福祉
　保育環境の改善や子育ての負担の軽減と女性の社会進出の促進
を図るため、本町では平成８年に町内の保育所を一か所に統合す
るとともに、隣地に公立幼稚園を整備し『認定こども園』として
事業を推進している。
　また、高齢化の進行に伴い障害となる人の割合は増加傾向にあ
るが、本町は様似町社会福祉協議会による居宅介護事業所を除
き、障害福祉サービスの提供事業所がなく、そうした状況の中で
多様化するニーズにも対応ができるよう、近隣事業所との連携し
た持続的なサービス体制の整備と、障害者が地域で自立した生活
が送られるようノーマライゼーションの理念の定着及びその環境
づくりを図る必要がある。
　さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大などの伴い、予
防接種や行動変容が求められ、今後新たな感染症発生時には、国
や北海道と連携し危機管理体制の構築を図るとともに、各種健
（検）診受診率の向上により病気の早期発見や早期治療を適切に
行っていくことや、望ましい生活習慣を送るための適切な保健指
導も重要となっている。

①　高齢者の保健・福祉
(a) 「様似町保健福祉センター」をはじめ、様似町社会福祉協議会
や、町内外の福祉施設と連携した施設介護及び訪問介護や日帰り介
護などの在宅介護の充実を図る。
(b)　介護保険以外の在宅サービスとなる移送サービス、給食サー
ビス、家族介護手当などを充実し、在宅福祉の向上を図る。
(c)　老人クラブや高齢者事業団の活動や生きがいデイサービス、
生きがいホームへルパー事業を通し、生きがい対策を推進する。
(d)　移動入浴車を整備し、サービスが必要な方の利便性向上を図
る。

②　高齢者の保健・福祉
(a) 「様似町保健福祉センター」をはじめ、様似町社会福祉協議
会や、町内外の福祉施設と連携した施設介護及び訪問介護や日帰
り介護などの在宅介護の充実を図る。
(b)　介護保険以外の在宅サービスとなる移送サービス、給食サー
ビス、家族介護手当などを充実し、在宅福祉の向上を図る。
(c)　高齢者事業団の活動や生きがいデイサービス、生きがいホー
ムへルパー事業を通し、外出や社会参加の機会を確保すること
で、生きがい対策を推進する。

①　子育て支援
(a)　子育てに不安や問題を抱える家庭には、関係機関と連携して
相談・支援の充実を図る。
(b)　こども家庭センターについては、今後の体制整備に向けて検
討を進める。
(c)　放課後児童施設「ひまわり」について、引き続き児童が安心
して利用できるよう支援体制を確保しながら運営に努める。
(d)　子育て世帯に対する経済的支援を継続し、児童・生徒等の健
全な育成を図る。

数値目標 目標値（KPI）※総合計画より

合計特殊出生率 １．６８以上

特定健診受診率 ６０％以上

後期高齢者健診受診率 １５％以上

各種がん検診受診率 ５０％以上

数値目標 目標値（KPI）※総合計画より

合計特殊出生率 １．５３以上

特定健診受診率 ４５％以上

後期高齢者健診受診率 ３５％以上



（３）計画 34

８　医療の
確保
（１）現況
と問題点

35 4 令和8年3月6日

（３）計画 37 令和8年3月6日

38 6 令和8年3月6日

38 令和8年3月6日

39 5 令和8年3月6日

39 2 令和8年3月6日

39 1 令和8年3月6日

９　教育の
振興
（現況と問
題点）

③社会教育
　町民が心豊かに、生きがいを持って暮らしていくため、地域のお
ける社会教育には、一人ひとりの生涯にわたる学びを支援し、町民
相互のつながりを形成を促進することに加え、地域の持続的発展を
支える取り組みに資することがより一層期待される。
（略）

③社会教育
　町民が心豊かに、生きがいを持って暮らしていくため、地域に
おける社会教育には、一人ひとりの生涯にわたる学びを支援し、
町民相互のつながりの形成を促進することに加え、地域の持続的
発展を支える取り組みに資することがより一層期待される。
（略）

②幼稚園
　本町は平成8年度に町立幼稚園を設置し、町立保育園と連携した
就学前児童教育を進めてきたが、平成21年度に両園を『認定こども
園』とし、より効率的で地域の要請などを踏まえた運営を図ってい
る。
　今後もさらに、家庭との密接な連携を図りながら、幼児教育の推
進及び教育内容の改善、多様な要望に対応した弾力的な運営など、
時代の変化に対応できる幼児教育のあり方が求められている。
　

　また、職員の資質の向上や乳幼児期の教育の特性を踏まえた教
育・保育内容とさらなる資質・能力の３本柱（知識・技能の基礎、
思考力・判断力・表現力の基礎、学びに向かう力・人間性等）の充
実に努めていく必要があり、小学校教育へのスムーズな接続を意識
した取り組みが重要なポイントとなっている。

②幼稚園
　本町は平成8年度に町立幼稚園を設置し、町立保育園と連携した
就学前児童教育を進めてきたが、平成21年度に両園を『認定こど
も園』とし、より効率的で地域の要請などを踏まえた運営を図っ
ている。
　社会においては、核家族化の進行と共働き家庭やひとり親家庭
の増加により、0歳児から入園することが増加傾向にある。
　幼児センターでは、ICT環境など目まぐるしく変化する社会の中
で、子どもたちが豊かに育つための生活や学びの環境作りに努め
ているが、さらなる本町の子どもの豊かな人間性を育成するため
には、家庭や地域、関係機関と連携して子育てを推進していくこ
とが重要である。
　また、職員の資質の向上や乳幼児期の教育の特性を踏まえた教
育・保育内容とさらなる資質・能力の３本柱（知識・技能の基
礎、思考力・判断力・表現力の基礎、学びに向かう力・人間性
等）の充実に努めていく必要があり、小学校教育へのスムーズな
接続を意識した取り組みが重要なポイントとなっている。

④体育施設
（略）
　しかし、既存の体育施設は老朽化が進んでいるため、少子高齢社
会が進む中、将来を見据えながら町民のニーズにそった人にやさし
い施設改修を図り、生涯スポーツを推進する必要がある。

④体育施設
（略）
　しかし、既存の体育施設は老朽化が進んでいるため、少子高齢
社会が進む中、将来を見据えながら町民のニーズにそった施設改
修及び改築を図り、生涯スポーツを推進する必要がある。

（略） （略）
　さらに、休日・夜間の救急医療体制を確保するための町内医療
機関及び地域センター病院への支援をはじめ、産婦人科医師派遣
や浦河赤十字看護専門学校運営への支援及び経営安定補助を行っ
ており、総合的な支援が求められている。

①学校教育
　校舎については、様似小学校の改築や様似中学校の移転改修が完
了してから、６年余りが経過し、不具合が生じた場合にはできるだ
け迅速に対応し、快適な学習環境の維持に努めている。しかしなが
ら、教員住宅においては老朽化した住宅が多く残っており、栄町の
住宅では昭和40年代半ばに建設されて50年経過し、また、緑町にお
いても昭和40年代を中心に建てられ入居困難な住宅も生じている状
況となっている。特に近年は隣町から通勤する教職員も増えるな
ど、必要戸数も変動していることや、既存住宅の補修経費も多額に
なっていることから、教職員住宅を新たに建設する方法以外の手法
も含め検討する必要がある。
　また、本町の長年の懸案事業である完全給食に向け、一部の住民
からの要望も出ている状況にある。

①学校教育
　校舎については、様似小学校の改築や様似中学校の移転改修が
完了してから、10年余りが経過し、不具合が生じた場合にはでき
るだけ迅速に対応し、快適な学習環境の維持に努めている。しか
しながら、教員住宅においては老朽化した住宅が多く残ってお
り、栄町の住宅は昭和40年代半ばに建設されており、緑町におい
ても昭和40年代を中心に建てられ入居困難な住宅も生じている状
況となっている。特に近年は隣町から通勤する教職員も増えるな
ど、必要戸数も変動している状況にあるが、教員住宅の需要は一
定程度見込まれる。
　また、学校給食施設については、本町単独での整備は課題も多
いため、学校給食に代わる方策として、令和3年9月からスクール
ランチ事業を開始し、学校給食と同様の食事を提供するととも
に、令和6年4月からは保護者負担の無償化を行っている。

（令和3年度）
小 学 校 中 学 校
様 似 様 似

1級地 1級地
144 80
10 4
7 3
3 1
23 16

敷地面積
（ ㎡ ） 44,089 51,407
寄宿舎の
有 無 無 無
プールの
有 無 有 無
普通教室 10 4
特別教室 7 13
屋内運動
場（㎡） 1,128 1,092

24 14
無 無

29
0

普 通 編 成
複 式 ・ そ の 他

区 分

へ き 地 級 地

表８　小・中学校児童生徒及び施設配置と整備状況

給 食 実 施 状 況

児 童 生 徒 数
学 級 数

進 学 者 数
就 職 者 数

教 職 員 数

施

設

教 職 員 住 宅 戸 数

（令和7年度）
小 学 校 中 学 校
様 似 様 似

1級地 1級地
123 67
9 5
6 3
3 2
17 15

敷地面積
（ ㎡ ） 44,089 51,407
寄宿舎の
有 無 無 無
プールの
有 無 有 無
普通教室 10 4
特別教室 7 13
屋内運動
場（㎡） 1,128 1,092

12 8
無 無
- 33
- 0

普 通 編 成
複 式 ・ そ の 他

区 分

へ き 地 級 地

表８　小・中学校児童生徒及び施設配置と整備状況

給 食 実 施 状 況

児 童 生 徒 数
学 級 数

進 学 者 数
就 職 者 数

教 職 員 数

施

設

教 職 員 住 宅 戸 数

（3）計画

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

（3）過疎地域持続
的発展特別事業
　　民間病院

（略） （略） （略）

（4）その他 ６７　救急医療補助金 町 Ｈ２２～

６８　産婦人科医師派遣費用負担金 町

７　医療の確保

（3）計画（令和8年度～令和12年度）

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

（3）過疎地域持続
的発展特別事業
　　民間病院

（略） （略） （略）

（4）その他 救急医療補助金 町 Ｈ２２～

７　医療の確保

（3）計画

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

（8）過疎地域持続
的発展特別事業
　　児童福祉

（略） （略） （略）

　　高齢者・障がい
者福祉

５７　アポイ山荘　老人等入浴料助成事業

内容：高齢者及び障害者手帳等の交付者に
ついて、アポイ山荘での入浴助成を行う。
必要性：町内唯一の入浴施設であるアポイ
山荘での入浴券を交付することで、経済的負
担を軽減する必要がある。
効果：高齢者等が入浴する機会を設けること
で、健康と福祉の向上を図る。

町

（3）過疎地域持続
的発展特別事業
民間病院

（略） （略） （略）

６　子育て環境の確
保、高齢者等の保健及
び福祉の向上及び増
進

（3）計画（令和8年度～令和12年度）

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

（8）過疎地域持続
的発展特別事業
　　児童福祉

（略） （略） （略）

　　高齢者・障がい
者福祉

さまにシルバー券交付事業

内容：満７０歳以上の高齢者及び障害者手帳
等の交付者について、ホテルアポイ山荘の
入浴、乗合ワゴンの利用、またはハイヤー利
用に使える券を交付する。
必要性：高齢者及び障害者の経済的負担を
軽減する必要がある。
効果：入浴による健康増進や交流機会の創
出及び交通手段の確保を図る。

町

（3）過疎地域持続
的発展特別事業
民間病院

（略） （略） （略）

６　子育て環境の確
保、高齢者等の保健及
び福祉の向上及び増
進



40 6 令和8年3月6日

41 4 令和8年3月6日

41 1 令和8年3月6日

（３）計画 41 令和8年3月6日

45 4 令和8年3月6日

45 1 令和8年3月6日

事業計画 48 令和8年3月6日

１１　再生
可能エネル
ギーの利用
の推進
（１）現況
と問題点

（２）対策

　近年、地球温暖化を起因とする気候変動の影響により、国内外で
猛暑や集中豪雨、大型台風などの自然災害が増加していることか
ら、国や北海道においても2050年のカーボンニュートラル（脱炭素
社会）の実現に向けた取り組みを推進しています。
　本町においては、令和６年９月に2050年までに温室効果ガス排出
量を実質ゼロにする「様似町ゼロカーボンシティ宣言」を行い、豊
かな自然環境と地域資源を生かした地産地消の再生可能エネルギー
の導入や省エネルギー活動など、持続可能なまちづくりに向けた各
種取り組みを進めます。

　近年、地球温暖化を起因とする気候変動の影響により、国内外
で猛暑や集中豪雨、大型台風などの自然災害が増加していること
から、国や北海道においても2050年のカーボンニュートラル（脱
炭素社会）の実現に向けた取り組みを推進している。
　本町においては、令和６年９月に2050年までに温室効果ガス排
出量を実質ゼロにする「様似町ゼロカーボンシティ宣言」を行
い、豊かな自然環境と地域資源を生かした地産地消の再生可能エ
ネルギーの導入や省エネルギー活動など、持続可能なまちづくり
に向けた各種取り組みを進めていくこととしている。
　また、日高山脈襟裳十勝国立公園に認定されたことに伴い、国
立公園の更なる魅力発信を行っていくために、ゼロカーボンパー
クの登録を進め、サステナブルな観光地作りの実現やカーボン
ニュートラルの取り組みを検討していく必要がある。

④体育施設

　町内各体育施設は老朽化が激しく安全面でも年々リスクが高まっ
ている現状を踏まえ、長期的展望に立った維持・管理対策を講じて
いく。

④体育施設
(a)　耐震性や老朽化の課題を抱えるスポーツセンターについて
は、利便性とコストを考慮し、現在地を軸とした改築計画を進め
る。
(b)　その他の体育施設においても、老朽化が激しく安全面でも
年々リスクが高まっている現状を踏まえ、長期的展望に立った効
率的・効果的な施設の維持管理対策を講じていく。

⑤集会施設
　人口規模に応じて、集会施設のあり方を見直し、集約化をめざ
す。

⑤集会施設
人口規模に応じて、集会施設のあり方を見直し、集約化を目指
す。

①　学校教育

(a)　確かな学力の確立に向けた学習環境を整備する。
(b)　GIGAスクール構想に対応したICT環境の効率的な整備・充実を
図る。
(c)　「学校給食施設」は、広域的な視点に立った検討も十分に行
い、整備をめざす。
(d)　教職員住宅は、できるだけ将来的に財政負担が大きくならな
い方法での充実を図る。

①　学校教育
(a)　学校施設については、計画的な修繕を行うことで必要な機能
を維持し、安全で安心して利用できるよう取り組みを進める。
(b)　確かな学力の確立に向けた学習環境を整備する。
(c)　GIGAスクール構想に対応したICT環境の効率的な整備・充実
を図る。
(d)　安全で安心なスクールランチ事業の充実を進める。
(e)　教職員住宅は、今後のあり方について検討し、新たな住宅を
整備する。

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

（8）過疎地域持続
的発展特別事業
　　児童福祉

（略） （略） （略）

　　高齢者・障がい
者福祉

５７　アポイ山荘　老人等入浴料助成事業

内容：高齢者及び障害者手帳等の交付者に
ついて、アポイ山荘での入浴助成を行う。
必要性：町内唯一の入浴施設であるアポイ
山荘での入浴券を交付することで、経済的負
担を軽減する必要がある。
効果：高齢者等が入浴する機会を設けること
で、健康と福祉の向上を図る。

町

（3）過疎地域持続
的発展特別事業
民間病院

（略） （略） （略）

６　子育て環境の確
保、高齢者等の保健及
び福祉の向上及び増
進

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

（8）過疎地域持続
的発展特別事業
　　児童福祉

（略） （略） （略）

　　高齢者・障がい
者福祉

さまにシルバー券交付事業

内容：満７０歳以上の高齢者及び障害者手帳
等の交付者について、ホテルアポイ山荘の
入浴、乗合ワゴンの利用、またはハイヤー利
用に使える券を交付する。
必要性：高齢者及び障害者の経済的負担を
軽減する必要がある。
効果：入浴による健康増進や交流機会の創
出及び交通手段の確保を図る。

町

（3）過疎地域持続
的発展特別事業
民間病院

（略） （略） （略）

６　子育て環境の確
保、高齢者等の保健及
び福祉の向上及び増
進

（3）計画

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

１１　再生可能エネル
ギーの利用の推進

（1）再生可能エネ
ルギー利用施設

８０　消防エネルギーセンター整備事業
　　（木質バイオマス発電設備）

（略） （略）

（3）計画（令和8年度～令和12年度）

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

１１　再生可能エネル
ギーの利用の推進

（1）再生可能エネ
ルギー利用施設

消防エネルギーセンター整備事業
　　（木質バイオマス発電設備）

（略） （略）

（3）計画

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

（1）学校教育関連
施設

６９　緑町教員住宅解体事業 町

７０　栄町教職員住宅解体事業 町

７１　学校給食施設設備事業 町

（3）集会施設、体
育施設等
　　集会施設

（略） （略） （略）

７３　スポーツセンター維持管理事業 町

７４　生涯スポーツ研修センター改修
　　　　屋根塗装

町

　　図書館 （略） （略） （略）

（4）過疎地域持続
特別事業
　高等学校

（略） （略） （略）

　義務教育 （略） （略） （略）

８　教育の振興

　　教職員住宅

     体育施設

（3）計画（令和8年度～令和12年度）

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

（1）学校教育関連
施設

学校大規模改修 町 R8～

緑町教員住宅解体事業 町

スクールバス車庫外壁補修事業 町 R8～

スクールバス整備事業
　スクールバス、ワゴン車

町 R8～

（3）集会施設、体
育施設等
　　集会施設

（略） （略） （略）

スポーツセンター維持管理事業 町

生涯スポーツ研修センター改修
　　屋根塗装

町

第２体育館改修
　屋根塗装

町 R8～

柔道場長寿命化改修事業 町 R8～

観音山スポーツ公園設備改修事業 町 R8～

　　図書館 （略） （略） （略）

（4）過疎地域持続
特別事業
　高等学校

（略） （略） （略）

　義務教育 （略） （略） （略）

８　教育の振興

　　教職員住宅
　　スクールバス・
ボート

     体育施設


